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こんなところでも役立つ『遺言書』
遺言書の基礎知識

〒862-0926

熊本市東区保田窪4丁目14番68号

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 山﨑隆弘
TEL 096-285-1120

http://entrust-k.jp

遺言とは

「遺言」とは、被相続人（遺言者）が自分の財
産について誰に何を残したいのか、最終の意思
表示をするものです。遺言は日常的には「ゆい
ごん」と読みますが、法律⽤語としては「いご
ん」と読みます。
遺言を書面にしたものが遺言書です。遺言書が
あれば、原則としてその内容のとおりに遺産を
分割するルールになっているので、相続人間の
争いが起こりにくくなります。相続財産の換⾦
や売却などもスムーズにできるので、相続人は
相続税を支払いやすくなります。
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遺言の主な機能

• 誰に何をどのように残すのか
遺言で法定相続分とは異なる割合での相続財産の分配、相続
人以外の第三者へ財産を与える遺贈や、団体への寄付等がで
きます。

• 遺言に基づく手続きは誰がするのか
遺言に基づく相続手続きを円滑に行うために、遺言執行者を指
定することができます。

• 相続人に気持ちを伝えたい
相続財産の帰属先や配分割合を決めた理由だけでなく、家族
に対する感謝のメッセージ等も記載することができます。
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遺言の効力

遺言なし遺言あり

①遺産分割協議書
②法定相続情報（戸籍一式）
③相続人全員の印鑑証明書
④相続人全員の実印

①遺言書
②法定相続情報（戸籍一式）

③遺産を取得した方のみの印鑑
証明書
④遺産を取得した方のみの実印

不動産
預貯金
株式等
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令和元年７月１日施行

預貯金のうち相続開始時の債権額の３分の１に当該共同相続人
の法定相続分を乗じた額については、単独で行使をすることが
できる（ただし、金融機関ごとの上限金額は１５０万円）

必要書類は法定相続情報のみ（法律上の規定なし）
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遺言書でできること

①遺産分割協議の禁止（5年を超えない期間）

②特別受益の持戻し免除

③生命保険の受取人の変更

④非嫡出子の認知

⑤推定相続人の廃除

⑥未成年後見人の指定

⑦祭祀主宰者の指定
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遺言書はどのような人が作成すべきか？

• 遺産がたくさんある人

• 不動産をもっている人

• 家族が多い人

• 家族に相続でもめてほしくない人

• 家族がいない人

• 相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい人

7

結婚しているが子・親がいない
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再婚しているが、後婚に子がいない
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遺言の種類
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公正証書遺言自筆証書遺言

証人２名以上の立会いの下、遺言
者の遺言内容を確認した公証人が
作成する遺言に遺言者、証人及び
公証人が署名・押印をして作成

遺言者が全文（財産目録を除く。）、
日付及び氏名を自書し、押印して作
成

※他人に書いてもらったり、ワープ
ロ、ビデオ等による作成は無効

概要

原本は公証人役場で保管
破棄、偽造や変造の恐れなし

自身で保管
破棄、偽造や変造の恐れあり

保管場所

２名必要

推定相続人及び受遺者並びにこれ
らの配偶者及び直系血族（両親、子
ども）等は、証人になれない

不要
→遺言書の存在と内容を秘密にで
きる

証人

不要
→直ちに遺言内容の実現が可能

必要家庭裁判所の
検認手続き

必要（相続財産の時価や財産をもら
う人の数による）

不要費用

公証人が関与するため、方式不備
の心配なし

方式が厳格に決まっているため、方
式不備により無効となる危険性あり

方式の不備

自筆証書遺言（方式緩和）
平成31年1月13日施行
（自筆証書遺言）
第九百六⼗⼋条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければな
らない。
２ 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものと
して相続財産（第九百九十七条第一項に規定する場合における
同項に規定する権利を含む。）の全部⼜は一部の目録を添付す
る場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉（自書によらな
い記載がその両面にある場合にあっては、その両面）に署名し、
印を押さなければならない。
３ 自筆証書（前項の目録を含む。）中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特
にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
その効⼒を⽣じない。
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自筆遺言書保管制度
令和2年7月10日施行
なぜこの制度が必要なの？

遺言は，相続をめぐる紛争を防止するために有用な手

段です。そして，自筆証書遺言は，自書さえできれば遺

言者本人のみで作成でき，手軽で自由度の高いもので

す。しかし，遺言者本人の死亡後，相続人等に発見され

なかったり，一部の相続人等により改ざんされる等のお

それが指摘されています。

そこで，自筆証書遺言のメリットは損なわず，問題点を解

消するための方策として，本制度が創設されました。
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遺言の種類（保管制度開始後）
自筆証書遺言
（保管制度あり）

自筆証書遺言
（保管制度なし）

遺言者が全文（財産目録を除く。）、
日付及び氏名を自書し、押印して作
成

※他人に書いてもらったり、ワープ
ロ、ビデオ等による作成は無効

遺言者が全文（財産目録を除く。）、
日付及び氏名を自書し、押印して作
成

※他人に書いてもらったり、ワープロ、
ビデオ等による作成は無効

概要

法務局（遺言書保管所）で保管
破棄、偽造や変造の恐れなし

自身で保管
破棄、偽造や変造の恐れあり

保管場所

不要

※必ず遺言者本人が法務局に出頭
しなければならない（顔写真必須）

不要証人

不要必要
※罰金の可能性あり

家庭裁判所の検
認手続き

保管申請手数料3,900円不要費用

方式が厳格に決まっているため、方
式不備により無効となる危険性あり

方式が厳格に決まっているため、方
式不備により無効となる危険性あり

方式の不備

ありなし死亡時の通知制
度
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遺言のタイミング

遺言書というと死期が迫ってから書くようなイメージがあ
るかもしれません。しかし、「遺言能⼒」といって遺言者
である本人に十分な判断能⼒があるうちに作成しないと、
法的に有効な遺言書だと認められないおそれがあります。
認知症になってから作成した遺言書は無効だということで
す。
したがって心身ともに健常であるうちに作成する必要があ
ります。現在、何歳かにもよりますが、できるだけ早く取
り組んだほうがよいでしょう。定年退職したときなど、人
⽣の節目に遺言書を作成するという考え方もあります。
遺言書は何度でも書き直しができます。財産の変化や引き
継がせたい人に変化があったらそのときに修正すればいい
ので、気になっているならあまり先送りにしないことをお
勧めします。
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ご清聴ありがとうございました。
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〒８６２－０９２６
熊本市東区保田窪4丁目14番68号

TEL 096-285-1120
http://entrust-k.jp

• 家族信託
• 不動産・預金の相続手続
• 遺言書作成サポート
• 成年後見の申立


